
要事前申込 対象：経営者・人事労務担当者

改正高年齢者雇用安定法により、「７０歳までの就業機会の確保」が努力義務化され、

高年齢者を積極的に雇用する仕組みづくりが求められています。当セミナーは、シニア

世代の実態や先進企業の取組みなどを学び、「生涯現役社会」の実現に向けて企業の

果たす役割をあらためて考える絶好の機会となるものです。是非ご参加ください。

１１月２１日(火)
受付9︓30〜、セミナー10︓00〜

第１部

「６５歳超雇用推進助成金制度について」

10︓00〜10︓45

65歳以上への定年引上げや高年齢

者の雇用管理制度の整備、高年齢の

有期契約労働者の無期雇用への転換

を行う事業主に対しての助成金制度

などについて説明いたします。

「高年齢者の活躍に向けた労務管理のポイントについて」
≪講演内容≫

１．高年齢者の戦力化の必要性

２. 高年齢者雇用のメリット、デメリット

３. 高年齢者の活用方針例

４. 高年齢者雇用の具体的な施策

５. 同一労働同一賃金

金 谷 圭 氏

★特定社会保険労務士

★看護師 ★第一種衛生管理者

主催 ： 大館市高齢者活躍支援協議会 ・ ハローワーク大館
〒017-8555 大館市字中城20番地(大館市役所産業部商工課内) TEL 0186-43-7071

日 時 ： 令和5年

会 場 ： 大館市北地区コミュニティーセンター

別館 ２階 多目的室

定 員 ： ２０社 ４０名

大館市有浦1丁目8-15 ☎0186-45-0515

※ 裏⾯の参加申込書でお申込みください

第２部 10︓50〜11︓20

か ね や け い

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構

秋田支部 高齢・障害者業務課

講師 秋田働き方改革推進支援センター

講師

高齢・障害者業務担当員

副センター長

佐々木 雅 氏

さ さ き た だ し



高年齢者活用促進セミナー 参加申込書

大館市高齢者活躍支援協議会 事務局 行

0186 - 42 - 8570FAX

下記に必要事項を記入の上、FAXで送信してください。(本協議会に郵送または持参してもさしつか
えありません)

締切日：１１月１４日（火） お申込日： 月 日

企 業 名

業 種

(団 体 名)

所 在 地

〒 －
T E L

F A X

参 加 者
(1) 氏 名

フリガナ

部 署 役 職

参 加 者
(2) 氏 名

フリガナ

部 署 役 職

※「個人情報の取扱い」について : 本申込書に記載された内容は、本セミナーに関する業務以外に
使用しません

≪お問合わせ先≫ 大館市高齢者活躍支援協議会 山本・藤沢
〒017-8555 大館市字中城20番地（大館市役所産業部商工課内）

TEL：0186-43-7071 FAX：0186-42-8570


